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50条-1 

 

1. 要求事項の整理 

試験炉設置許可基準規則第 50条における要求事項等を第 1.1 表に示す。本要求事項の一部は、新

規制基準における追加要求事項に該当する。 

 

  

[2]



 

50条-2 

 

 

第 1.1表 試験炉設置許可基準規則第 50条における要求事項 

及び本申請における変更の有無 

 

要求事項 変更 

の有無 

１ 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室を設けな

ければならない。 

一 試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視

できるものとすること。 

【解釈】 

・ 第１項第１号に規定する「必要なパラメータを監視できる」とは、計測制御

系統施設において監視が要求されるパラメータのうち、連続的に監視する必要

のあるものを原子炉制御室において監視できることをいう。 

無 

二 試験研究用等原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により

行うことができるものとすること。 

【解釈】 

・ 第１項第２号に規定する「必要な操作を手動により行う」とは、手動による

試験研究用等原子炉の急速な停止及び停止後の試験研究用等原子炉の冷却の

確保のための操作を行うことをいう。 

無 

三 設計基準事故が発生した場合に試験研究用等原子炉の運転の停止その他の試

験研究用等原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障

なく原子炉制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための

操作を行うことができるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の放

射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備

の隔離その他の適切に防護するための設備を設けること。 

【解釈】 

・ 第１項第３号に規定する「一定期間」とは、放射線業務従事者が制御室で事

故対策操作を行う必要のある期間をいう。 

無 

四 従事者が、設計基準事故時に、容易に避難できる構造とすること。 

【解釈】 

・ 第１項第４号に規定する「避難できる構造」とは、必要に応じて制御室又は

その近傍に、非常口又は脱出口を設けることをいう。 

無 

２ 試験研究用等原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使

用できない場合において、原子炉制御室以外の場所から試験研究用等原子炉を停

止させ、崩壊熱を除去し、及び必要なパラメータを監視する装置を設けなければな

らない。 

有 
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50条-3 

 

2. 要求事項への適合性 

2.1 基本方針 

原子炉施設には、原子炉制御室として中央制御室を設ける。中央制御室は、原子炉施設の健全

性を確保するために必要なパラメータを監視するとともに原子炉施設の安全性を確保するため

に必要な操作を手動により行うことができるものとするため、各種の制御盤及び監視盤、通信連

絡設備等を設ける。また、中央制御室には、設計基準事故が発生した場合に、原子炉の運転の停

止その他の原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく中央制御

室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、

遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び中央制御室外の火災により発生

する燃焼ガスに対する換気設備の隔離、その他の適切に防護するための設備を設けるとともに、

設計基準事故時に容易に避難できる構造とする。 

 

2.2 中央制御室 

原子炉施設には、原子炉制御室として中央制御室を原子炉附属建物２階に設ける。中央制御室

は、原子炉施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視する【計測制御系統施設にお

いて監視が要求されるパラメータのうち、連続的に監視する必要のあるもの：別紙 1参照】とと

もに、原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができるものと

する【中央制御室において原子炉施設の安全性を確保するために必要となる手動操作：別紙 2参

照】ため、各種の制御盤及び監視盤、通信連絡設備等を設ける。 

また、中央制御室には、設計基準事故が発生した場合に、原子炉の運転の停止その他の原子炉

施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入り、又は一

定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、遮蔽その他の適切

な放射線防護措置【運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時における中央制御室での放

射線被ばく：別紙 3参照】、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発生する燃焼

ガスに対する換気設備の隔離【中央制御室空調再循環運転の概要：別紙 4参照】、その他の適切

に防護するための設備を設けるとともに、設計基準事故時に容易に避難できる構造【中央制御室

からの避難ルート：別紙 5参照】とする。 

 

2.3 中央制御室外原子炉停止盤 

原子炉施設には、火災その他の異常な事態により中央制御室が使用できない場合において、中

央制御室以外の場所から原子炉を停止させ、崩壊熱を除去し、及び必要なパラメータを監視する

ための中央制御室外原子炉停止盤を設ける【中央制御室外原子炉停止盤の概要：別紙 6参照】。 
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50条-4 

 

2.4 要求事項（試験炉設置許可基準規則第 50条）への適合性説明 

 

（原子炉制御室等） 

第五十条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉制御室を設けなければ

ならない。 

一 試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために必要なパラメータを監視できるもの

とすること。 

二 試験研究用等原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことが

できるものとすること。 

三 設計基準事故が発生した場合に試験研究用等原子炉の運転の停止その他の試験研究用等

原子炉施設の安全性を確保するための措置をとるため、従事者が支障なく原子炉制御室に入

り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるための操作を行うことができるよう、遮

蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び原子炉制御室外の火災により発

生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するための設備を設けること。 

四 従事者が、設計基準事故時に、容易に避難できる構造とすること。 

２ 試験研究用等原子炉施設には、火災その他の異常な事態により原子炉制御室が使用できな

い場合において、原子炉制御室以外の場所から試験研究用等原子炉を停止させ、崩壊熱を除去

し、及び必要なパラメータを監視する装置を設けなければならない。 

 

適合のための設計方針 

 

１ について 

 原子炉施設には、原子炉制御室として中央制御室を原子炉附属建物２階に設ける。中央制御室は、

原子炉施設の健全性を確保するため、炉心の中性子束密度を監視するための核計装（起動系、中間出

力系及び線形出力系の 3 系統）、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの圧

力及び温度、１次主冷却系の温度及び流量並びに格納容器内の圧力及び温度等のパラメータを監視

するとともに原子炉施設の安全性を確保するために必要な操作を手動により行うことができるもの

とするため、各種の制御盤及び監視盤、通信連絡設備等を設ける。また、中央制御室には、設計基準

事故が発生した場合に、原子炉の運転の停止その他の原子炉施設の安全性を確保するための措置を

とるため、従事者が支障なく中央制御室に入り、又は一定期間とどまり、かつ、当該措置をとるため

の操作を行うことができるよう、遮蔽その他の適切な放射線防護措置、気体状の放射性物質及び中央

制御室外の火災により発生する燃焼ガスに対する換気設備の隔離その他の適切に防護するための設

備を設けるとともに、非常口を設け設計基準事故時に容易に避難できる構造とする。 

 

２ について 

 原子炉施設には、火災その他の異常な事態により中央制御室が使用できない場合において、中央制

御室以外の場所から原子炉を停止させ、崩壊熱を除去し、及び必要なパラメータ（線形出力系指示値、

原子炉出口冷却材温度及び原子炉入口冷却材温度）を監視するための中央制御室外原子炉停止盤を

設ける。 
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50条-5 

 

 

※ （参考）【国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）高速実験炉原子炉施

設（「常陽」） 第 13 条（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止）に

係る説明書】 

※ （参考）【国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）高速実験炉原子炉施

設（「常陽」） 第 58条（計測制御系統施設）に係る説明書】 
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別紙 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設において監視が要求されるパラメータのうち、 

連続的に監視する必要のあるもの 
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50条-別紙 1-1 

 

原子炉施設には、炉心、原子炉冷却材バウンダリ、原子炉カバーガス等のバウンダリ及び格納容

器バウンダリ並びにこれらに関連する系統の健全性を確保するために監視することが必要なパラメ

ータを、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時においても想定される範囲内に制御し、かつ、監

視するための計測制御系統施設として、炉心の中性子束密度を監視するための核計装（起動系、中間

出力系及び線形出力系の 3系統）、原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの

圧力及び温度、１次主冷却系の温度及び流量並びに格納容器内の圧力及び温度等を測定するためのプ

ロセス計装を設けている。これらのパラメータは、以下に示すように、中央制御室において監視でき

るものとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核計装（起動系、中間出力系及び線形出力系の 3系統）：原子炉制御盤にて監視 

原子炉冷却材バウンダリ及び原子炉カバーガス等のバウンダリの圧力及び温度：１次制御盤にて監視 

１次主冷却系の温度及び流量：１次制御盤にて監視 

格納容器内の圧力及び温度：格納容器雰囲気調整系盤にて監視 

原子炉容器内液位：１次制御盤にて監視 

核物質防護情報が含まれているため公開できません。 
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別紙 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室において 

原子炉施設の安全性を確保するために必要となる手動操作 
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50条-別紙 2-1 

 

「常陽」では、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時、及び運転時の異常な過渡変化又

は設計基準事故の発生後に、その動作が期待される安全施設は、運転員の操作を介在しなくても必要

な安全機能が確保されるように設計する。 

「常陽」における運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の事象一覧及び概要を第 1表及び第 2

表に示す。また、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故において、その動作が期待される安全施

設の一覧を第 3表に示す。 

原子炉保護系作動時のプラントの基本的な挙動及び原子炉保護系作動後の冷却系の主な状態を第 1

図及び第 2図に示す。これらの事象の収束等は、運転員の操作を介在することなく、予め設定された

シーケンスやインターロック等の動作により達成される。中央制御室において、運転員に期待される

対応は、「監視」である。ただし、中央制御室には、手動スクラムボタン及び手動アイソレーション

ボタンを設けており、運転員は、手動により、原子炉を急速に停止することができる（停止後の原子

炉の冷却の確保は、１次主冷却系及び２次主冷却系の継続運転により達成）。 
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50条-別紙 2-2 

 

 

 

 

第 1表 運転時の異常な過渡変化の事象一覧及び概要 

 

事象 事象の概要 

未臨界状態からの 

制御棒の異常な引抜き 

 原子炉の起動時に運転員の誤操作等によって制御棒の連続的な引抜き

が生じ、炉心に異常な正の反応度が付加される。 

出力運転中の 

制御棒の異常な引抜き 

 原子炉を定格出力又はその近傍の出力で運転している際に、運転員の

誤操作等によって制御棒の連続的な引抜きが生じ、炉心に異常な正の反

応度が付加される。 

１次冷却材流量増大 
 原子炉の出力運転中に、電気的故障等の原因により１次主循環ポンプ

の回転数が上昇し、炉心流量が異常に増大する。 

１次冷却材流量減少 
 原子炉の出力運転中に、電気的故障等の原因により１次主循環ポンプ

の主電動機が停止して、１次冷却材流量が減少する。 

外部電源喪失 
 原子炉の出力運転中に、送電系統の故障や電気設備の故障などにより

系統機器の動力の一部又は全部が喪失し、運転状態が乱される。 

２次冷却材流量増大 
 原子炉の出力運転中に、電気的故障等の原因により２次主循環ポンプ

の回転数が上昇し、２次冷却材流量が異常に増大する。 

２次冷却材流量減少 
 原子炉の出力運転中に、電気的故障等の原因により２次主循環ポンプ

が停止して、２次冷却材流量が減少する。 

主冷却器空気流量の増大 

 原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材温度制御系の故障等の原因によ

り主冷却機のベーン、ダンパが全開状態となり、主冷却器空気流量が異

常に増大する。 

主冷却器空気流量の減少 
 原子炉の出力運転中に、電気的故障等の原因により主送風機が停止し

て、主冷却器空気流量が減少する。 
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50条-別紙 2-3 

 

 

第 2表 設計基準事故の事象一覧及び概要 

 

事象 事象の概要 

燃料スランピング事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの熱的あるいは機械的原因で燃料ペレ

ットが燃料被覆管内で下方に密に詰まり、炉心に異常な正の反応度が付

加される。 

１次主循環ポンプ 

軸固着事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの機械的原因により１次主循環ポンプ 1

台の軸が固着し、１次冷却材流量が減少する。 

１次冷却材漏えい事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの原因で１次主冷却系又は１次補助冷

却系の配管が破損し、１次冷却材が漏えいする。 

また、配管・機器の二重壁内に保持された漏えいナトリウムが、原子

炉停止後、保守のため格納容器内床下を空気雰囲気に置換した状態で二

重壁外に漏えいし、プール状に溜る。 

冷却材流路閉塞事故 
 原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉容器内に異物が存在し、

燃料集合体内の１次冷却材の流路が局部的に閉塞される。 

２次主循環ポンプ 

軸固着事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの機械的原因により２次主循環ポンプ 1

台の軸が固着し、２次冷却材流量が減少する。 

２次冷却材漏えい事故 
 原子炉の出力運転中に、何らかの原因で２次主冷却系の主配管が破損

し、２次冷却材が漏えいする。 

主送風機風量 

瞬時低下事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの電気的又は機械的原因により主送風

機 1台の風量が瞬時に低下し、主冷却器空気流量が減少する。 

燃料取替取扱事故 

 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池における燃料集合体の取

扱中に、何らかの原因で燃料集合体が落下して破損し、内蔵されている

核分裂生成物が漏えいする。 

気体廃棄物処理設備 

破損事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの原因で気体廃棄物処理設備に破損が

生じ、内蔵されている核分裂生成物が漏えいする。 

１次アルゴンガス 

漏えい事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの原因で１次アルゴンガス系に破損が

生じ、核分裂生成物を含んだ１次アルゴンガスが漏えいする。 
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50条-別紙 2-4 

 

 

  

 

分
類

機
能

構
築
物
、
系
統
又
は
機
器

関
連
系

Ｍ
Ｓ
－
１

原
子
炉
の
緊
急
停
止

及
び
未
臨
界
維
持
機
能

①
制
御
棒

②
制
御
棒
駆
動
系

１
）
駆
動
機
構

２
）
上
部
案
内
管

３
）
下
部
案
内
管

①
炉
心
支
持
構
造
物

１
）
炉
心
支
持
板

２
）
支
持
構
造
物

②
炉
心
バ
レ
ル
構
造
物

１
）
バ
レ
ル
構
造
体

③
炉
心
構
成
要
素

１
）
炉
心
燃
料
集
合
体

２
）
照
射
燃
料
集
合
体

３
）
内
側
反
射
体

４
）
外
側
反
射
体
（
Ａ
）

５
）
材
料
照
射
用
反
射
体

６
）
遮
へ
い
集
合
体

７
）
計
測
線
付
実
験
装
置

８
）
照
射
用
実
験
装
置

１
次
冷
却
材
漏
え
い
量

の
低
減
機
能

①
原
子
炉
容
器

１
）
リ
ー
ク
ジ
ャ
ケ
ッ
ト

②
１
次
主
冷
却
系
、
１
次
補
助
冷
却
系
及
び
１

次
ナ
ト
リ
ウ
ム
充
填
・
ド
レ
ン
系
の
う
ち
、
原
子

炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る
容
器
・
配
管
・

ポ
ン
プ
・
弁
の
配
管
（
外
側
）
又
は
リ
ー
ク
ジ
ャ

ケ
ッ
ト

①
関
連
す
る
プ
ロ
セ
ス
計
装
（
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
検
出

器
）

原
子
炉
停
止
後

の
除
熱
機
能

①
１
次
主
冷
却
系

１
）
１
次
主
循
環
ポ
ン
プ
ポ
ニ
ー
モ
ー
タ

２
）
逆
止
弁

②
２
次
主
冷
却
系

１
）
主
冷
却
機
（
主
送
風
機
を
除
く
。
）

①
原
子
炉
容
器

１
）
本
体

②
１
次
主
冷
却
系
、
１
次
補
助
冷
却
系
及
び
１
次
ナ
ト
リ
ウ

ム
充
填
・
ド
レ
ン
系

１
）
原
子
炉
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る
容
器
・
配
管
・

ポ
ン
プ
・
弁
（
た
だ
し
、
計
装
等
の
小
口
径
の
も
の
を
除

く
。
）

③
２
次
主
冷
却
系
、
２
次
補
助
冷
却
系
、
２
次
ナ
ト
リ
ウ
ム

純
化
系
及
び
２
次
ナ
ト
リ
ウ
ム
充
填
・
ド
レ
ン
系

１
）
冷
却
材
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る
容
器
・
配
管
・
ポ
ン

プ
・
弁
（
た
だ
し
、
計
装
等
の
小
口
径
の
も
の
を
除
く
。
）

第
3
表
 
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及
び
設
計
基
準
事
故
で
使
用
す
る
安
全
施
設
の
一
覧
（
1
/
2）
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分
類

機
能

構
築
物
、
系
統
又
は
機
器

関
連
系

Ｍ
Ｓ
－
１

放
射
性
物
質

の
閉
じ
込
め
機
能

①
格
納
容
器

②
格
納
容
器
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
属
す
る
配
管
・
弁

工
学
的
安
全
施
設

及
び
原
子
炉
停
止
系

へ
の
作
動
信
号
の

発
生
機
能

①
原
子
炉
保
護
系
（
ス
ク
ラ
ム
）

②
原
子
炉
保
護
系
（
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

①
関
連
す
る
核
計
装

②
関
連
す
る
プ
ロ
セ
ス
計
装

安
全
上
特
に
重
要
な

関
連
機
能

①
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に

関
連
す
る
も
の
）

②
交
流
無
停
電
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
関
連
す

る
も
の
）

③
直
流
無
停
電
電
源
系
（
Ｍ
Ｓ
－
１
に
関
連
す

る
も
の
）

①
関
連
す
る
補
機
冷
却
設
備

Ｍ
Ｓ
－
２

放
射
線
の
遮
蔽

及
び
放
出
低
減
機
能

①
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
排
気
系

１
）
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部
排
気
系
（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
部

常
用
排
気
フ
ィ
ル
タ
を
除
く
。
）

②
非
常
用
ガ
ス
処
理
装
置

③
主
排
気
筒

事
故
時
の
プ
ラ
ン
ト

状
態
の
把
握
機
能

①
事
故
時
監
視
計
器
の
一
部

第
3
表
 
運
転
時
の
異
常
な
過
渡
変
化
及
び
設
計
基
準
事
故
で
使
用
す
る
安
全
施
設
の
一
覧
（
2
/
2）
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作
動
時
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の
基
本
的
な
挙
動
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第
2
図
 
原
子
炉
保
護
系
作
動
後
の
冷
却
系
の
主
な
状
態
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別紙 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時 

における中央制御室での放射線被ばく 

 

 

[17]



50条-別紙 3-1 

 

「常陽」における運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の事象一覧及び概要を第 1表及び第

2表に示す。これらの事象の収束等は、運転員の操作を介在することなく、予め設定されたシーケン

スやインターロック等の動作により達成される。運転員に期待される対応は、「監視」であり、当該

対応は、中央制御室で実施される。 

運転時の異常な過渡変化にあっては、「燃料被覆管は機械的に破損しないこと」、「冷却材は沸騰し

ないこと」、「燃料最高温度が燃料溶融温度を下回ること」を判断基準とし、想定された事象が生じた

場合に、炉心が損傷に至ることなく、かつ、原子炉施設は通常運転に復帰できる状態で事象が収束さ

れることを確認している。炉心に含まれる放射性物質等は、原子炉冷却材バウンダリに内包された状

態にあり、中央制御室の居住性に影響を及ぼすことはない。 

設計基準事故においては、以下に示す 4事象を除くものは、炉心に含まれる放射性物質等が、原子

炉冷却材バウンダリに内包された状態にあり、中央制御室の居住性に影響を及ぼすことはない。 

 

 ・ １次冷却材漏えい事故 

 ・ 燃料取替取扱事故 

 ・ 気体廃棄物処理設備破損事故 

 ・ １次アルゴンガス漏えい事故 

 

上記事象について、設計基準事故と同じ手法・条件（相対線量及び相対濃度を除く。）を用いて、

中央制御室における実効線量を評価した結果を以下に示す。相対線量及び相対濃度については、中央

制御室が、主排気筒からＥＳＥ約 20mの位置・格納容器（ドーム部）からＮＥ約 20mの位置にあるこ

とに鑑み、相応の値を使用した（第 3表参照）。当該評価結果は、放射線業務従事者の線量限度を十

分に下回っている。 

 

 

希ガスからの 

ガンマ線による 

実効線量（mSv） 

よう素の吸入摂取 

による実効線量 

（mSv） 

実効線量（合計） 

（mSv） 

１次冷却材漏えい事故 8.0×10-5 3.1×10-3 3.1×10-3 

１次アルゴンガス漏えい事故 2.9×10-3 2.0×10-5 2.9×10-3 

気体廃棄物処理設備破損事故 1.6×10-2 3.6×10-3 2.0×10-2 

燃料取替取扱事故 3.1×10-2 6.7×10-1 7.0×10-1 
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50条-別紙 3-2 

 

第 1表 運転時の異常な過渡変化の事象一覧及び概要 

 

事象 事象の概要 

未臨界状態からの 

制御棒の異常な引抜き 

 原子炉の起動時に運転員の誤操作等によって制御棒の連続的な引抜き

が生じ、炉心に異常な正の反応度が付加される。 

出力運転中の 

制御棒の異常な引抜き 

 原子炉を定格出力又はその近傍の出力で運転している際に、運転員の

誤操作等によって制御棒の連続的な引抜きが生じ、炉心に異常な正の反

応度が付加される。 

１次冷却材流量増大 
 原子炉の出力運転中に、電気的故障等の原因により１次主循環ポンプ

の回転数が上昇し、炉心流量が異常に増大する。 

１次冷却材流量減少 
 原子炉の出力運転中に、電気的故障等の原因により１次主循環ポンプ

の主電動機が停止して、１次冷却材流量が減少する。 

外部電源喪失 
 原子炉の出力運転中に、送電系統の故障や電気設備の故障などにより

系統機器の動力の一部又は全部が喪失し、運転状態が乱される。 

２次冷却材流量増大 
 原子炉の出力運転中に、電気的故障等の原因により２次主循環ポンプ

の回転数が上昇し、２次冷却材流量が異常に増大する。 

２次冷却材流量減少 
 原子炉の出力運転中に、電気的故障等の原因により２次主循環ポンプ

が停止して、２次冷却材流量が減少する。 

主冷却器空気流量の増大 

 原子炉の出力運転中に、原子炉冷却材温度制御系の故障等の原因によ

り主冷却機のベーン、ダンパが全開状態となり、主冷却器空気流量が異

常に増大する。 

主冷却器空気流量の減少 
 原子炉の出力運転中に、電気的故障等の原因により主送風機が停止し

て、主冷却器空気流量が減少する。 
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50条-別紙 3-3 

 

第 2表 設計基準事故の事象一覧及び概要 

 

事象 事象の概要 

燃料スランピング事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの熱的あるいは機械的原因で燃料ペレ

ットが燃料被覆管内で下方に密に詰まり、炉心に異常な正の反応度が付

加される。 

１次主循環ポンプ 

軸固着事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの機械的原因により１次主循環ポンプ 1

台の軸が固着し、１次冷却材流量が減少する。 

１次冷却材漏えい事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの原因で１次主冷却系又は１次補助冷

却系の配管が破損し、１次冷却材が漏えいする。 

また、配管・機器の二重壁内に保持された漏えいナトリウムが、原子

炉停止後、保守のため格納容器内床下を空気雰囲気に置換した状態で二

重壁外に漏えいし、プール状に溜る。 

冷却材流路閉塞事故 
 原子炉の出力運転中に、何らかの原因で原子炉容器内に異物が存在し、

燃料集合体内の１次冷却材の流路が局部的に閉塞される。 

２次主循環ポンプ 

軸固着事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの機械的原因により２次主循環ポンプ 1

台の軸が固着し、２次冷却材流量が減少する。 

２次冷却材漏えい事故 
 原子炉の出力運転中に、何らかの原因で２次主冷却系の主配管が破損

し、２次冷却材が漏えいする。 

主送風機風量 

瞬時低下事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの電気的又は機械的原因により主送風

機 1台の風量が瞬時に低下し、主冷却器空気流量が減少する。 

燃料取替取扱事故 

 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備水冷却池における燃料集合体の取

扱中に、何らかの原因で燃料集合体が落下して破損し、内蔵されている

核分裂生成物が漏えいする。 

気体廃棄物処理設備 

破損事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの原因で気体廃棄物処理設備に破損が

生じ、内蔵されている核分裂生成物が漏えいする。 

１次アルゴンガス 

漏えい事故 

 原子炉の出力運転中に、何らかの原因で１次アルゴンガス系に破損が

生じ、核分裂生成物を含んだ１次アルゴンガスが漏えいする。 
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50条-別紙 3-4 

 

 

 

第 3表 中央制御室の被ばく評価に使用する相対線量及び相対濃度 

 

 
相対線量（Gy/MeV・Bq） 相対濃度（h/m3） 

主排気筒放出 地上放出 主排気筒放出 地上放出 

１次冷却材漏えい事故 

１次ｱﾙｺﾞﾝｶﾞｽ漏えい事故 
3.0×10-19 1.4×10-17 ～0 3.6×10-7 

気体廃棄物処理設備 

破損事故 
3.2×10-19 1.7×10-17 ～0 4.6×10-7 

燃料取替取扱事故 － 1.7×10-17 － 4.6×10-7 

 

 

 

核物質防護情報が含まれているため公開できません。 
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別紙 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室空調再循環運転の概要 
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50条-別紙 4-1 

 

中央制御室空調再循環運転の概要を第 1図に示す。通常運転時において、外気は、ルーバー、フ

ィルタ、外気取入れファン及び空調器を経由し、中央制御室に導入される。設計基準事故時において、

必要な場合には、プレフィルタ・HEPAフィルタ・チャコールフィルタを経由して、中央制御室に取

り込む「低汚染モード」、及び閉回路を構築し、雰囲気空気を再循環する「高汚染モード」の中央制

御室空調再循環運転を適用することで、換気設備の隔離を図ることができる。 
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の
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要
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参
考
：
中
央
制
御
室
空
調
再
循
環
運
転
時
の
中
央
制
御
室
内
酸
素
濃
度
及
び
炭
酸
ガ
ス
濃
度
の
評
価
結
果
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別紙 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室からの避難ルート 
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50条-別紙 5-1 

 

中央制御室は、原子炉附属建物 2階に設置される（第 1図参照）。中央制御室は、通常出入口に加

え、非常口を有しており、従事者は、当該非常口を通じて、屋外に直接避難することができる。 
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第
1
図
 
中
央
制
御
室
の
位
置
及
び
構
造
等

 

核
物
質
防
護
情
報
が
含
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い
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た
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公
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で
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ま
せ
ん
。
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別紙 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室外原子炉停止盤の概要 
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50条-別紙 6-1 

 

中央制御室外原子炉停止盤には、中央制御室が使用できない場合において、中央制御室以外の場

所から、原子炉を停止できるように、手動スクラムボタンを設置する。当該手動スクラムボタンは、

既設回路の手動スクラムボタン（中央制御室）に直列して設置するものとし、どちらの手動スクラム

ボタンを押した場合にあっても、「手動スクラム」により、原子炉保護系（スクラム）が作動し、原

子炉は停止される（第 1図参照）。なお、外部電源が利用できない場合には、フェイルセーフの構造

及び動作原理から、原子炉保護系が作動し、原子炉は停止されるものとする。また、中央制御室外原

子炉停止盤には、線形出力系核計装指示値（3チャンネル）、原子炉出口冷却材温度（Aループ及び B

ループ）、原子炉入口冷却材温度（Aループ及び Bループ）を監視するための指示計を設ける。 

中央制御室外原子炉停止盤は、中央制御室に火災その他の異常な事態が生じた場合におけるアクセ

スルートを考慮した上で、離隔・障壁により中央制御室と隔離された場所（原子炉附属建物内）に設

置する（第 2図参照）。自然現象及び外部人為事象については、外殻施設である原子炉附属建物によ

り防護される。また、運転員の誤操作を防止するため、盤の配置、操作器具等の操作性に留意する。

また、保守点検において誤りを生じにくいよう留意した設計とする。 
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50条-別紙 6-2 
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50条-別紙 6-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2図 中央制御室外原子炉停止盤の設置位置（計画） 

 

 

 

核物質防護情報が含まれているため公開できません。 
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50条-別紙 6-別添 1-1 

別添 1 

 

 

中央制御室外原子炉停止盤による原子炉の停止操作 

 

 

火災その他の異常な事態により中央制御室が使用できない場合、中央制御室外原子炉停止盤の手動

スクラムボタンを押して、原子炉保護系（スクラム）を作動させ、原子炉を停止させる。原子炉保護

系作動時のプラントの基本的な挙動及び原子炉保護系作動後の冷却系の主な状態については、「別紙

2 中央制御室において原子炉施設の安全性を確保するために必要となる手動操作」に示すとおりで

あり、原子炉保護系作動後は運転員の操作を介在することなく、予め設定されたシーケンスやインタ

ーロック等の動作により原子炉の停止が達成される。 

 

【参考：原子炉停止後の冷却材温度推移（実測値）】 

 参考に、原子炉停止後の冷却材温度推移の実測値として、ＭＫ-Ⅲ炉心における外部電源喪失試験

時の原子炉容器出入口冷却材温度及び主冷却器出入口冷却材温度の推移を参考図 1に示す。なお、手

動スクラム時には１次主循環ポンプの主電動機が停止せず、低速運転（ランバック運転）に移行する

が、外部電源喪失時と概ね同様のプラント挙動を示す。 

 

 

参考図 1 原子炉容器出入口冷却材温度及び主冷却器出入口冷却材温度の推移 

（ＭＫ-Ⅲ 外部電源喪失試験時） 

原子炉保護系作動 
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